
日医発第２７９号（地Ｄ５７）

平成２８年

　

６月

　

９日

都道府県医師会長

　

殿

日本医師会長
横

　

倉

　

義

　

武

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

　

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

　

この度、厚生労働省労働基準局長より、労働安全衛生規則の一部を改正する省
令の施行について、 別添のとおり本職あてに周知・協力依頼がありました。

　

本件に関しましては、 すでに平成２８年４月１２日付け（地口７） をもって、 官報

（号外第７３号） 等を送付申しあげているところです

　

改正省令の趣旨は、 事業経営の利益の帰属主体 （以下 「事業者」 という）

の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼
務した場合、 労働者の健康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定
され、 産業 医と しての職務が適切 に遂行されない恐れがある。 このため、 事

業者の代表者や事業場においてその事業の実施を総括管理する者を産業医
と して選任 してはならないこと について規 定 したと いうものです。

　

本省令は平成２９年４月１日から施行する予定になっておりますので、貴職におか

れましては、この度の労働安全衛生規則の改正内容についてご理解の上、貴会会
員ならびに貴会関係郡市区医師会等への周知方につきまして、特段のご高配を賜わり
ますようお願い申し上げます。



◎ 基 発

　

０５２３ 第 １ 号
平成２８年 ５月

　

２３ 日

公益社団法人日本医師会会長

　

殿

厚生労働省労働基準局長
（

　

公

　

印

　

省

　

略

　

）

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について

　

労働安全衛生行政の運営につきましては、 日頃から格別の御協力を賜り厚く

御礼申し上げます。

　

さて、労働安全衛生規則の一部を改正する省令（平成２８年厚生労働省令第５９

号。 以下 「改正省令」 という。） が、 平成 ２８ 年３月

　

３１ 日に公布され、 平成 ２９

年４月１日から施行されるところです。

　

改正省令による改正後の労働安全衛生規則 （昭和 ４７年労働省令第３２号） の

趣旨、 内容等は下記のとおりですので、 貴団体におかれましても、 これらを十

分御理解いただくとともに、 会員事業場等に対する周知を賜りますようお願い

申し上げます。

記

第１

　

改正省令の趣旨

　

事業経営の利益の帰属主体 （以下 「事業者」 という。） の代表者や事業場に

おいてその事業の実施を総括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健

康管理と事業経営上の利益が一致しない場合が想定され、産業医としての職務

が適切に遂行されないおそれがある。このため、事業者の代表者や事業場にお

いてその事業の実施を総括管理する者を産業医として選任してはならないこ

　

とについて規定 したこと。

第２

　

細部事項

　

１

　

第１３条第１項第２号イ関係

　　

事業者の代表者を当該法人の事業場において産業医として選任してはな

　

らないが、他の事業者の事業場において産業医として選任されることは差し

　

支えないこと。
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２

　

第１３条第１項第２号ロ関係

　

事業者が法人でない場合にあって、事業を営む個人を当該事業場において

産業医として選任してはならないが、他の事業場において産業医として選任

されることは差し支えないこと。
３

　

第１３条第１項第２号ノ・関係

　

事業場においてその事業の実施を総括管理する者を当該事業場において

産業医として選任してはならないが、他の事業場において産業医として選任

されることは差し支えないこと。



労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案

新
旧
対
照
条
文

○

　

労
働
安
全
衛
生
規
則

（昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）

（抄
）

　

（産
業
医
の
選
任
）

第
十
三
条

　

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
医
の
選
任
は
、
次
に
定
め

　

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一

　　

（略
）

　

二

　

次
に
掲
げ
る
者

（イ
及
び
ロ
に
あ
っ
て
は
、
事
業
場
の
運
営
に
つ
い
て
利

　

害
関
係
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
）
以
外
の
者
の
う
ち
か
ら
選
任
す
る
こ
と
。

　

イ

　

事
業
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
法
人
の
代
表
者

　　

ロ

　

事
業
者
が
法
人
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
事
業
を
営
む
個
人

　　

ハ

　

事
業
場
に
お
い
て
そ
の
事
業
の
実
施
を
統
括
管
理
す
る
者

　

三
・
四

　

（略
）

２
～
３

　

（略
）

　

（特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
）

第
四
十
五
条

　

事
業
者
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従

　

事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
六
月
以
内
ご
と

　

に
一
回
、
定
期
に
、
第
四
十
四
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師

　

に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

　

第
四
号
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足

　

り
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

　

（略
）

改

　　　　

正

　　　　

案

次
に
掲
げ
る
者

（イ
及
び
ロ
に
あ
っ
て
は
、
事
業
場
の
運
営
に
つ
い
て
利

事
業
者
が
法
人
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
事
業
を
営
む
個

事
業
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
法
人
の
代
表

　

（産
業
医
の
選
任
）

第
十
三
条

　

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
産
業
医
の
選
任
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一

　　

（略
）

　

（新
設
）

　

一
一
・
三

　

（略
）

２
～
３

　

（略
）

　

（特
定
業
務
従
事
者
の
健
康
診
断
）

第
四
十
五
条

　

事
業
者
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
常
時
従

　

事
す
る
労
働
者
に
対
し
、
当
該
業
務
へ
の
配
置
替
え
の
際
及
び
六
月
以
内
ご
と

　

に
一
回
、
定
期
に
、
第
四
十
四
条
第
一
項
各
号
こ
渇
ず
る
項
目
に
つ
い
て
医
師

　

に
よ
る
健
康
診
断
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項

　

第
四
号
の
項
目
に
つ
い
て
は
、

一
年
以
内
ご
と
に
一
回
、
定
期
に
、
行
え
ば
足

　

り
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

　

（略
）

現

　　　　　　　　　　

行
（傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）


